
平
成
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十
年
二
月
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十
一
日
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出

質

問

第

一

〇

四

号

日
本
銀
行
総
裁
の
任
命
基
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

江

田

憲

司
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日
本
銀
行
総
裁
の
任
命
基
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
銀
行
総
裁
に
は
、
通
貨
・
金
融
政
策
に
つ
い
て
の
高
い
識
見
や
経
験
は
も
と
よ
り
、
公
私
に
わ
た
る
廉
潔
性
や
公
正
中

立
性
、
そ
の
任
命
手
続
き
の
透
明
性
等
が
特
に
要
求
さ
れ
る
。
よ
っ
て
以
下
質
問
す
る
。

一

日
本
銀
行
法
第
四
条
は
「
日
本
銀
行
は
、
そ
の
行
う
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
が
経
済
政
策
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
そ
れ
が
政
府
の
経
済
政
策
の
基
本
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
常
に
政
府
と
連
絡
を
密
に
し
、
十

分
な
意
思
疎
通
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
観
点
か
ら
、
内
閣
は
、
現
福
井
俊
彦
総

裁
就
任
以
降
、
今
日
ま
で
の
日
本
銀
行
の
通
貨
・
金
融
政
策
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
。

二

日
本
銀
行
法
第
二
十
三
条
は
「
総
裁
及
び
副
総
裁
は
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
が
任
命
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い

る
が
、
内
閣
が
具
体
的
な
人
物
を
総
裁
に
選
定
、
任
命
す
る
に
当
た
っ
て
の
基
準
如
何
。

三

内
閣
が
具
体
的
な
人
物
を
総
裁
に
選
定
、
任
命
す
る
に
当
た
り
、
政
府
部
内
で
ど
の
よ
う
な
官
職
、
部
署
が
関
与
し
、
ど

の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
、
国
会
へ
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
任
命
手
続
き
の
透
明
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
具

体
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。

四

先
の
中
央
省
庁
の
再
編
に
よ
り
、
旧
大
蔵
省
か
ら
金
融
行
政
を
分
離
、
独
立
さ
せ
、
国
務
大
臣
を
ト
ッ
プ
と
す
る
金
融
庁

一



と
し
、
旧
大
蔵
省
は
財
務
省
と
な
っ
た
。
こ
の
再
編
は
ど
の
よ
う
な
趣
旨
、
考
え
方
、
あ
る
い
は
過
去
の
金
融
行
政
へ
の
反

省
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
内
閣
は
認
識
し
て
い
る
か
。

五

い
わ
ゆ
る
「
財
政
と
金
融
の
分
離
」
と
い
う
原
則
を
政
府
は
認
め
る
か
。
三
の
答
弁
も
踏
ま
え
答
え
ら
れ
た
い
。
認
め
る

な
ら
、
そ
の
原
則
を
内
閣
と
し
て
は
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
。

六

五
の
「
財
政
と
金
融
の
分
離
」
原
則
に
照
ら
せ
ば
、
財
政
政
策
を
司
る
財
務
省
（
旧
大
蔵
省
を
含
む
。
）
出
身
の
官
僚
Ｏ

Ｂ
を
総
裁
に
選
定
・
任
命
す
る
こ
と
を
、
内
閣
は
ど
う
考
え
る
か
。
財
務
省
出
身
の
官
僚
Ｏ
Ｂ
の
就
任
も
可
と
考
え
る
の
な

ら
、
そ
の
場
合
「
財
政
と
金
融
の
分
離
」
の
趣
旨
を
ど
う
具
体
的
に
担
保
し
て
い
く
つ
も
り
か
。

七

総
裁
は
、
国
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
人
物
、
す
な
わ
ち
公
私
に
わ
た
る
廉
潔
性
や
公
正
中
立
性
が
特
に
要
求
さ
れ
る
と
考
え

る
。
現
福
井
俊
彦
総
裁
に
つ
い
て
は
、
総
裁
就
任
後
も
私
的
に
フ
ァ
ン
ド
投
資
を
継
続
さ
せ
て
利
益
を
膨
ら
ま
せ
る
な
ど
国

民
か
ら
大
き
な
不
信
を
招
い
た
。
よ
っ
て
以
下
質
問
す
る
。

�

現
福
井
総
裁
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
総
裁
と
し
て
の
資
質
と
い
う
観
点
か
ら
、
任
命
権
者
た
る
内
閣
の

評
価
、
見
解
を
問
う
。

�

新
総
裁
人
事
で
同
じ
よ
う
な
過
ち
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
内
閣
と
し
て
ど
の
よ
う
な
人
物
審
査
等
を
行

二



う
の
か
。

�

官
僚
Ｏ
Ｂ
に
せ
よ
、
民
間
人
に
せ
よ
、
日
銀
出
身
者
に
せ
よ
、
そ
の
組
織
に
お
け
る
過
去
の
不
祥
事
等
へ
の
関
与
は
、

当
然
、
総
裁
選
定
、
任
命
に
当
た
っ
て
考
慮
要
因
と
な
る
と
考
え
る
が
、
内
閣
の
見
解
如
何
。

八

戦
後
の
総
裁
人
事
は
、
日
本
銀
行
と
旧
大
蔵
省
出
身
者
が
ほ
ぼ
交
互
に
就
任
す
る
ケ
ー
ス
（
「
た
す
き
が
け
人
事
」
）
が

多
か
っ
た
が
（
例
え
ば
、
森
永
貞
一
郎
氏
・
旧
大
蔵
省
／
昭
和
四
九
�
一
二
�
一
七
〜
昭
和
五
四
�
一
二
�
一
六
、
前
川
春

雄
氏
・
日
本
銀
行
／
昭
和
五
四
�
一
二
�
一
七
〜
昭
和
五
九
�
一
二
�
一
六
、
澄
田
智
氏
・
旧
大
蔵
省
／
昭
和
五
九
�
一

二
�
一
七
〜
平
成
元
�
一
二
�
一
六
、
三
重
野
康
氏
・
日
本
銀
行
／
平
成
元
�
一
二
�
一
七
〜
平
成
六
�
一
二
�
一
六
、
松

下
康
雄
氏
・
旧
大
蔵
省
／
平
成
六
�
一
二
�
一
七
〜
平
成
一
〇
�
三
�
二
〇
）
、
そ
の
中
で
こ
こ
二
代
は
日
本
銀
行
出
身
の

速
水
優
氏
、
福
井
俊
彦
氏
と
続
い
て
い
る
。
こ
の
「
た
す
き
が
け
人
事
」
は
、
今
後
、
内
閣
が
総
裁
、
副
総
裁
を
選
定
、
任

命
す
る
に
当
た
っ
て
、
前
例
と
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
今
後
と
も
「
た
す
き
が
け
人
事
」
が
慣
行
と
な

ら
な
い
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


